
平成26年度 京都市立梅津小学校の学校経営方針 

■教育目標及び子ども像・教職員像・学校像 

  

<教育目標> 

『自ら気づき，考え，共に学び合える子どもの育成』 

 

<目指す子ども像> 

・進んであいさつする子  

・はっきり話す子  

・しっかり聞く子 

・きまりを守る子  

・人を大切にする子 

 

<目指す教職員像> 

・ 子どもの豊かな育ちのために，教職員の資質及び職能を自ら，そして，互いに高め合える教職

員。 

・ 高いレベルの規範意識をもち，危機管理意識の高揚も向上させる教職員。 

 

<目指す学校像> 

・ チーム梅津という大きな船を教職員が共通理解を図りながら，一丸となってより高い目標に向

けて，確実に1歩 1歩進んでいく学校 

 

■学校経営方針 

学校教育目標実現のために「学ぶ意欲にあふれ，規律ある学校風土づくりを！」を行う。 

「自ら気づき，考え，共に学び合える子ども」がいる学習集団の形成を目指して， 

キーワードは 

「課題の共有」と「指導の徹底」，「人」「もの」「時間」を大切にする教育 

 

☆規律のある学習集団の中で，学ぶ意欲をもって，自分の目標に向かって努力する力を育てる。 

 （中学・高校進学を視野に入れて，しっかりとした学力をつけたい。） 

 

☆人を大切にする心や思いやりなどの情操面を育てる。 

 （道徳の時間の充実と特別活動の「なかよしグループ活動」を通して，よりよい人間関係をつく

る。） 

 

☆清掃活動などの勤労・奉仕的活動への意欲のある子を育てる。 

 （社会参加に向けた取り組みとして大切にしていきたい。） 

 

■今年度徹底する取り組み 

１ 学力保障 

   朝の読書と昼の帯時間の指導の徹底 

２ 道徳教育の充実 

   特に，道徳の時間の研修会を通して，道徳の時間の充実を図る。 

３ 教育環境の整備 

   学校図書館の整備と読書ボランティアを活用した読書活動の充実 



■学校教育の計画 

（１）「確かな学力」の育成に向けて 

重点目標…学力向上を目指して，日々の授業を質の高いものにするために，教職員自らが日常的な

研究活動や教材研究による授業改善を行う。 

 

具体的な取組 

○普通授業の充実（教材研究） 

・研究教科は国語科を取り上げ，「つけたい力を明確にした『言語活動』」を重点項目に取り組む。 

・低学年では，基礎・基本の徹底による定着。高学年では活用能力の育成。 

・問題解決学習の推進や ICT機器の有効活用を進める。 

 

○総合的な学習の時間の充実 

・情報活用能力の育成  ・地域学習の見直しと充実 

 

○課外学習の充実 

・読書指導の充実  ・家庭学習の充実・家庭学習の習慣化（家庭学習の手引きの活用とチェック） 

 

○学習環境の整備（清掃活動の徹底，教室をきれいに） 

 

○指導体制や指導法の工夫（教科担任制の充実（高学年）） 

 

○ＬＤ等支援の必要な子どもの学力向上 

・支援員の配置，学生ボランティアの活用 

 

（２）「豊かな心」の育成に向けて 

重点目標…しっかりした学級経営を基盤に，道徳教育の充実を図り，しっかりして規範意識をもつ

中に共によりよく生きようとする子どもの育成 

 

<具体的な取組> 

○道徳教育の充実 

・道徳資料を有効に活用し，児童が授業に対する意欲をもてるような授業展開を工夫する。 

・いつでも誰に対しても進んであいさつする子どもに育つよう，教職員から率先してあいさつを行

う。 

 

○生徒指導の充実 

・子ども一人ひとりが大切にされ，心の居場所が保障される学級経営を行う。 

・生徒指導委員会を月１回定例で行い，児童の問題や実態を交流し，指導の方向づけを行うととも

に，問題行動の兆候に対する危機感を学校全体で共有し，組織的な指導体制を築く。 

・児童理解の徹底とその指導を行い，家庭との連携を密にする。 

 

○教育活動全体を通して自立心と責任感の育成を目指した協働活動 

・教科や総合的な学習・学校行事を通して，人や自然・社会と出合う体験活動を充実させる。 

・児童会を中心に，たてわりグループによる活動を通して，好ましい人間関係を築く。 

・「ともだちの日」の取組を中心に，友だちを大切にすることについて考え，実践できる子どもを育

成する。 



（３）「健やかな体」の育成に向けて 

重点目標…自分自身のめあてをもって，自らの健康や安全の保持増進に努める態度を養う 

 

<具体的な取組> 

○保健・安全指導の充実 

・心身ともに健康な生活を営む基礎を培う指導として，早寝，早起き，朝ごはんを合言葉に，健康

の大切さを教える。食のもつ意義を認識し，給食指導の充実を図る。 

・発達段階に応じて系統的・計画的に性に関する教育，エイズ教育，飲酒・喫煙・薬物乱用防止に

関する教育を推進する。 

・毎月の保健だよりによる指導や，長期休業後の生活点検表などを通して基本的生活習慣の定着を

図る。 

・毎週木曜日のフッ化物洗口やう歯予防に関する指導を通して歯の健康についての意識を高める。 

・全教育活動を通しての安全教育と安全管理を徹底する。 

・学校の危機管理体制を確立するとともに，地域の「子ども見守りたい」と連携し，「地域ぐるみの

安全」の推進を図る。 

 

○体育活動の充実 

・体力向上のため，体育授業の充実を図るとともに「運動部活動」へより多くの児童に参加を呼び

掛け，活動内容の充実を目指す。また，児童が休日においても地域でスポーツに親しむことがで

きるよう，「地域児童スポーツクラブ」への参加を積極的に勧める。 

 


